
コンパス通信 

コンパスが「ひなたの極（きわみ）」の認証を受けました！ 

 

 

都城市八幡町 1－17 

社会保険労務士法人 コンパス 

TEL：0986-21-1813 FAX：0986-21-1812 

 

ホームページ（https://tateyama-sr.com/）にて最新の情報を随時お届けします！ 

※会員登録していただくことで会員限定のニュースリリースもご覧になれます！（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極的に行なっている企業や事業所のうち、特に優れた取組成

果が認められる企業等を、働きやすい職場として知事が認証する「ひなたの極（きわみ）」制度について、弊所コンパ

スが認証を受け、7 月 14 日（月）に代表の立山広将が宮崎県庁において開催された授賞式に出席しました。 

 働き方改革の推進を行う社会保険労務士法人であるからこそ、まず自社において働き方改革を実践することが必要

であると注力し続けた取組をついに形にすることが出来ました。 

 認証によって様々な優遇措置が受けられるほか、求人募集の際にも他社との大きな差別化となり、この認証がある

ことで休職者から一目で魅力ある職場であることをアピール出来るものとなります。認証について弊所からの支援を

行うことも可能ですので、ご興味がある事業所様はぜひご相談ください。 

 

 

令和 7年 8月 

月 
お盆休みのお知らせ 

 晩夏の候、顧問先様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、誠に勝手ながら８月 13日

（水）から 8月 17日（日）まで休業させて頂きます。給与計算の日程等、ご迷惑をおかけいたしますが、弊所担当職員と

協議頂き、事前の調整を頂けますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

https://tateyama-sr.com/


育児介護休業法 令和７年10月改正 要点解説 

 

 

 

 令和 7 年 4 月から改正・育児・介護休業法が施行されていますが、本年 10 月 1 日からさらに改正法の施行が実施

されます。10 月 1 日から対応が義務となる事項について紹介いたします。 

1. 柔軟な働き方を実現するための措置等 ➡ 就業規則（育児介護休業規程）の整備が必要 

(1). 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 

歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下５つの選択して講ずべき措置の中から、２つ以

上の措置を選択して講ずる必要があります。 

 

(2). 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認 

３歳未満の子を養育する労働者に対して、子が３歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を

実現するための措置として（１）で選択した制度（対象措置）に関する以下の事項の周知と制度利用の意向

の確認を、個別に行わなければなりません。 

※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。 

 

2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 

(1). 妊娠・出産等の申出時と子が３歳になる前の個別の意向聴取 

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が３歳になるまでの適

切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個

別に聴取しなければなりません。 

 



Web明細のすすめ ＜導入費用・メリットのご紹介＞ 

(2). 聴取した労働者の意向についての配慮 

（１）により聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。 

 

 

  

 

 人事労務クラウドの普及により、様々なツールが注目されている今、弊所も実際に利用しているサービスの中でも

コストパフォーマンスが高いツールであると感じるのが Web 明細です。今年 3 月開催しましたイベントにおいてご

出展されたオフィスステーション給与明細機能について紹介いたします。 

◆ Web明細利用のメリット 

➢ 給与支給日にお休みの従業員へも、メール自動配信により出勤の有無に左右されず均等に明細配布可能 

➢ 事業所の長期休業（お盆休み・年末年始など）の際に、明細配布のご担当者様不在でもメール自動配信によ

り明細の配布が可能 

➢ 明細の個別配布の手間を削減可能（支店が多い場合などはさらに省力化となります） 

➢ 低コストでの運用が可能 ➡ 従業員 1 名あたり 55 円/月でご利用頂けます（初期設定費用 66,000 円～） 

 

 

 ※導入についてのお問い合わせは弊所までお気軽にお問い合わせください。  


